
令和７年度 のびのび児童クラブの入会について 保護者様 

 

のびのび児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない、小学校に就学

している児童を対象に、放課後や長期休業期間中の適切な遊びや生活の場として開

設しています。 

運営は、社会福祉法人平田保育会が行っています。 

■対象児童 

小学校に就学している児童（１年生～６年生） 

ただし、児童クラブの受入可能な児童数を超える申込みがあった場合は、１～

３年生を優先します。 

また、１～３年生でも、児童クラブの受入可能な児童数を超える申込みが 

あった場合は、入会をお断りする場合があります。 

■入会要件 

入会対象となるのは、原則として次の①～⑤のすべてを満たす児童です。 

①出雲市に住民登録していること（転入予定も含む） 

 ②児童が小学校に就学していること 

③保護者（父母）及び同居する祖父母等の親族（75歳以上、18歳未満を除く）に 

次の事由があること ※同居とは、住民票上の世帯にかかわらず、同一住所地番に
住む場合とします。 

   就労、求職活動（９０日以内に就労すること）、技能習得・就学、 

疾病・障がい等、出産・産前休暇・産後休暇、親族の看護・介護、 

災害復旧従事 

 ④年間を通じた入会を希望していること 

 ⑤児童クラブ保護者負担金に滞納がないこと ※滞納がある場合、入会審査を保留 

する場合があります。詳しくは、のびのび児童クラブまでお問い合わせください。 

 申込期間 令和 6年 11月 1日（金）～12月 6日（金） 

 1月中旬に入会許可通知書をお送りします。 

3月中旬に入会説明会を行います。 

※就労証明書は、保育所利用のお子さんがおられる場合、保育所提出用就労証明書のコピーを児

童クラブへご提出ください。児童クラブ提出用就労証明書は保育所に使用不可です。 

【問合せ先】 

社会福祉法人平田保育会 のびのび児童クラブ 

   電話：３１―６２３３ ／ＦＡＸ：３１-９８８８  


